
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  源泉徴収対象者かどうかの判定時期 

Ｑ：当社は、海外に出向している人(非居

住者)から不動産を取得して、この度引渡を受

けますが、この人は、年末に日本に戻ってき

て居住者になるとのことです。この場合、非

居住者に対する源泉徴収は不要になります

か？ 

 

Ａ：非居住者に対する譲渡として、10%の

源泉徴収が必要になります。 

【解説】 

所得税では、非居住者又は外国法人が日本

国内にある土地及び建物等の不動産を譲渡し

た場合、その譲渡対価を支払う者は、その支

払の際に10％の税率により所得税を源泉徴収

しなければならないこととされています。 

お尋ねのような場合、その支払いが源泉徴

収の対象となるのかどうか(非居住者に該当

するのか、それとも居住者に該当するのか) 

迷うところですが、税務では、その支払（収

入金額）に係る収入すべき時期において判定

することとなっています。 

したがって、土地の譲渡対価についての収

入すべき時期は、通常、土地の引渡しがあっ

た日となっていますことから、土地の引渡し

があった日において、その譲渡対価の支払を

受ける者が居住者であるか、非居住者である

かによって源泉徴収の有無を判定することに

なります。 

お尋ねの場合、引渡を受けるとき、その人

が非居住者だということですので、源泉徴収

が必要になります。 
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